
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

保
険
料「
均
等
割
」軽
減
を
見
直
し

介
護
保
険
料

軽
減
措
置
を
実
施

　市では、市民の皆さんがすばやく安全に避難できるよう、
新たに「匝瑳市ハザードマップ」を作成しました。
　マップは、区長・連絡員を通じた各戸配布を４月末に行っ
た他、下記施設で配布していますので、ご活用ください。
配布施設…市役所、野栄総合支所、市民ふれあいセンター、
八日市場ドーム、のさかアリーナ、八日市場勤労青少年ホー
ム、八日市場公民館、生涯学習センター、保健センター、
匝瑳市民病院、ふれあいパーク八日市場、そうさ観光物産
センター匝りの里

問総務課消防防災班☎73－0084

「ハザードマップ」を刷新サマー スイーツ パーティー
災害に強いまちづくり婚活inそうさ

　令和最初の婚活イベント
は、さわやかなスイーツを楽
しみながら素敵な出会いを見
つける「サマースイーツパー
ティー」を行います。
日時…７月27日（土）14時～
場所…旭市内（後日、参加決定者にお知らせ）　対象…20
歳～45歳の独身者（男性は匝瑳市在住者に限る）　定員…
男女各10人・計20人　参加費…男性2,000円、女性1,000円

▽申し込み　７月12日（金）までに、電話またはメールで
①郵便番号②住所③氏名（ふりがな）④性別⑤生年月日（年
齢）⑥電話番号を下記までご連絡ください（メールの場合
はタイトルに「パーティー申込」と記入）。

問企画課まちづくり戦略室☎73－0081
k-senryaku@city.sosa.lg.jp

【注意事項】●申し込み多数の場合は抽選。抽選結果などは開催日の約
10日前までに郵送します。●指定日以降のキャンセルは、参加費分
の負担をいただきます。●男女同数にならない場合があります。申し
込み人数や男女比によりイベントが中止になる場合があります。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
は
、
保

険
料
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
分
の
見
直
し
が
行
わ

れ
、「
均
等
割
」
の
５
割
軽
減
と
２
割

軽
減
の
対
象
と
な
る
世
帯
を
判
断
す

る
た
め
の
所
得
基
準
が
拡
大
さ
れ
ま

し
た（
＝
左
表
）。

◆
低
所
得
者
向
け
軽
減
割
合
の
変
更

　

こ
の
見
直
し
に
伴
い
、
低
所
得
者

向
け
の
均
等
割
の
軽
減
割
合
が
段
階

的
に
縮
小
さ
れ
ま
す
。

　

世
帯
内
の
被
保
険
者
と
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
額
が
33
万

円
以
下
（
た
だ
し
、
被
保
険
者
全
員

の
所
得
が
０
円
）
の
場
合
、
こ
れ
ま

で
は
９
割
軽
減
で
し
た
が
、
見
直
し

後
は
８
割
軽
減
と
な
り
ま
し
た
。
な

お
、
９
割
軽
減
の
対
象
だ
っ
た
人
は
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

や
介
護
保
険
料
の
軽
減
強
化
と
い
っ

た
支
援
策
の
対
象
と
な
り
ま
す
（
課

税
者
が
同
居
し
て
い
る
場
合
は
対
象

外
）。

◆
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
加

入
前
日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険
な
ど

の
被
扶
養
者
だ
っ
た
人
は
、
制
度
加

入
後
２
年
を
経
過
す
る
ま
で
（
77
歳

ま
で
）
が
５
割
軽
減
の
対
象
と
な
り

ま
し
た
。

　

ま
た
、
障
害
認
定
に
よ
り
制
度
に

加
入
し
た
人
は
、
加
入
後
24
か
月
到

達
の
月
分
ま
で
が
５
割
軽
減
の
対
象

と
な
り
ま
し
た
。

問
市
民
課
保
険
料
班☎

73
・
０
０
８
６

　

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
に

つ
い
て
、
今
年
10
月
に
行
わ
れ
る
消

費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
い
、
低
所
得

者
（
本
人
が
市
民
税
非
課
税
で
、
か

つ
、
非
課
税
世
帯
。
所
得
段
階
１
〜

３
段
階
）
を
対
象
に
、
保
険
料
が
軽

減
さ
れ
ま
す（
＝
下
表
）。

　

な
お
、
こ
の
軽
減
措
置
が
反
映
さ

れ
た
今
年
度
分
の
保
険
料
額
を
お
知

ら
せ
す
る
決
定
通
知
書
は
、
６
月
中

旬
に
発
送
予
定
で
す
。

　

保
険
料
の
納
付
に
は
、
年
金
支
給

日
に
年
金
か
ら
保
険
料
が
差
し
引
か

れ
る
「
特
別
徴
収
」、
納
付
書
を
使

用
し
て
納
め
る
「
普
通
徴
収
」、
納

付
期
限
日
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ

れ
る「
口
座
振
替
」が
あ
り
ま
す
。

問
市
民
課
保
険
料
班☎

73
・
０
０
８
６

◆表 保険料「均等割」の軽減措置（見直し後）
　世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額など
の合計額と軽減割合は次の通りです。

■ 33万円＋（28万円×被保険者数）以下の場合
　⇒ ５割軽減
　※「28万円」の基準額は、見直し前は「27万5000円」

■ 33万円＋（51万円×被保険者数）以下の場合
　⇒ ２割軽減
　※「51万円」の基準額は、見直し前は「50万円」

◆介護保険料の軽減措置の比較（低所得者対象）
区分（所得段階） 平成30年度分 令和元年度分

第１段階

老齢福祉年金受給者および
生活保護受給者、中国残留
邦人等支援給付者で課税年
金収入額と合計所得金額が
80万円以下の人など

基準額×0.45
（年額２万7540円）

基準額×0.375
（年額２万2950円）

第２段階
課税年金収入額と合計所得
金額が120万円以下で第１段
階以外の人

基準額×0.6
（年額３万6720円）

基準額×0.55
（年額３万3660円）

第３段階 課税年金収入額と合計所得
金額が120万円を超える人

基準額×0.75
（年額４万5900円）

基準額×0.725
（年額４万4370円）

※第４段階～第11段階は省略

避
難
所
や
津
波
浸
水
想
定
区
域

な
ど
の
他
、
防
災
関
連
情
報
も

掲
載

イメージイメージ

くらしの情報Sosa Information

広報そうさ 2019.6月号 8



◆
配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別

控
除
の
見
直
し

　

働
き
た
い
人
が
就
業
調
整
を
意
識

し
な
く
て
も
済
む
仕
組
み
を
構
築
す

る
観
点
か
ら
、
配
偶
者
控
除
お
よ
び

配
偶
者
特
別
控
除
の
適
用
範
囲
と
控

除
額
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

▽
配
偶
者
控
除

　

配
偶
者
控
除
（
対
象
と
な
る
配
偶

者
の
合
計
所
得
金
額
は
38
万
円
以
下
）

で
は
、
そ
の
控
除
額
が
納
税
義
務
者

の
合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て
段
階
的

に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
納
税

義
務
者
の
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０

０
万
円
超
の
場
合
は
、
適
用
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

▽
配
偶
者
特
別
控
除

　

配
偶
者
特
別
控
除
で
は
、
そ
の
控

除
額
が
納
税
義
務
者
の
合
計
所
得
金

額
と
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
に
応

じ
て
段
階
的
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
他
、
対
象
と
な
る
配
偶
者
の
合

計
所
得
金
額
が
、
38
万
円
超
１
２
３

万
円
以
下
へ
と
拡
充
さ
れ
ま
し
た
。

令
和
元
年
度
の
税
制
改
正

配
偶
者
控
除
な
ど
の
見
直
し

悪
質
な
滞
納
は
差
し
押
さ
え
対
象
に

市
税
の
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

▽
注
意
事
項

　

今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、
配
偶
者

の
合
計
所
得
金
額
が
90
万
円
ま
で
は
、

従
来
の
控
除
額
と
同
額
の
33
万
円
に

据
え
置
か
れ
ま
す
が
、
次
の
点
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

扶
養
人
数
の
判
定
…
配
偶
者
の
合
計

所
得
金
額
が
38
万
円
を
超
え
た
場
合

は
、
非
課
税
判
定
な
ど
を
行
う
た
め

の
基
準
人
数
に
は
含
ま
れ
ず
、
配
偶

者
が
障
が
い
者
（
特
別
障
が
い
者
）

に
該
当
し
て
も
「
障
害
者
（
特
別
障

害
者
）控
除
」は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

市
・
県
民
税
の
課
税
…
市
・
県
民
税

は
個
人
の
所
得
に
応
じ
て
課
さ
れ
ま

す
。
こ
の
た
め
配
偶
者
の
合
計
所
得

金
額
が
28
万
円
（
給
与
収
入
の
み
で

93
万
円
。
均
等
割
の
課
税
基
準
）
を

超
え
る
と
、
配
偶
者
自
身
も
住
民
税

が
課
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

配
偶
者
以
外
の
扶
養
控
除
…
こ
れ
ま

で
通
り
、
配
偶
者
以
外
の
親
族
が
納

税
義
務
者
の
扶
養
に
な
る
場
合
は
、

合
計
所
得
金
額
38
万
円
以
下
（
給
与

収
入
の
み
で
１
０
３
万
円
以
下
）
が

条
件
と
な
り
ま
す
。

■
給
与
所
得
者
に
係
る
市
・
県
民
税

の
特
別
徴
収

　

県
と
県
内
市
町
村
で
は
、
給
与
所

得
者
に
係
る
個
人
住
民
税
（
市
・
県

民
税
）
は
原
則
と
し
て
給
与
支
払
者

（
事
業
主
）
に
よ
る
特
別
徴
収
（
給
与

か
ら
天
引
き
）
で
納
付
す
る
こ
と
を

徹
底
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
普
通
徴
収

に
よ
り
納
付
し
て
い
た
給
与
所
得
者

は
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
人
を

除
い
て
今
年
度
以
降
は
特
別
徴
収
へ

と
変
更
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
皆
さ

ん
に
対
し
て
は
、
市
か
ら
給
与
支
払

者
を
経
由
し
て
、「
特
別
徴
収
税
額

の
決
定
・
変
更
通
知
書
（
納
税
義
務

者
用
）」を
送
付
し
ま
し
た
。

問
税
務
課
市
民
税
班☎

73
・
０
０
８
７

　

令
和
元
年
度
（
平
成
30
年
分
所
得
）
の
市
・
県
民
税
が
課
税
さ
れ
る

人
に
、
税
額
や
納
期
限
な
ど
を
記
載
し
た
納
税
通
知
書
（
税
額
決
定
通

知
書
）
を
６
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
令
和
元
年
度

か
ら
見
直
さ
れ
た
配
偶
者
控
除
お
よ
び
配
偶
者
特
別
控
除
の
概
要
な
ど

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

税
金
は
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え

る
大
切
な
財
源
で
す
。
期
間
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

　

市
で
は
、
督
促
・
催
告
に
応
じ
な

い
滞
納
者
に
対
し
て
の
滞
納
処
分
の

取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

市
税
を
滞
納
す
る
と
、
日
数
に
応

じ
た
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
る
他
、
市

が
実
施
す
る
事
業
へ
の
入
札
参
加
や

補
助
金
受
給
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
滞
納
処
分
を
実
施

　

財
産
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

督
促
・
催
告
に
応
じ
な
い
滞
納
者
に

対
し
て
は
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
な

ど
の
滞
納
処
分
を
行
い
ま
す
（
＝
下

図
）。

◆
納
税
相
談
に
窓
口
を
開
設

　

災
害
や
病
気
な
ど
の
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
期
限
ま
で
の
納
税
が

困
難
な
場
合
は
、
お
早
め
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
市
で
は
、
日
曜
日
や
夜

間
の
納
税
相
談
窓
口
を
税
務
課
（
市

役
所
１
階
）で
開
設
し
て
い
ま
す
。

日
曜
窓
口
…
毎
月
第
２
・
第
４
日
曜

日
の
９
時
〜
12
時（
年
末
年
始
除
く
）

夜
間
窓
口
…
毎
月
25
日
の
17
時
30

分
〜
19
時
30
分
（
25
日
が
土
・
日
曜

日
、
祝
日
に
当
た
る
場
合
は
、
次

の
平
日
に
実
施
）

問
税
務
課
納
税
推
進
室

☎
73
・
０
０
８
７

　計量法に基づく計量器（はかり）の定期
検査を行います。商店・工場・病院・学校
などで、計量器を取り引きまたは証明に使
用している場合は、２年に１度、定期検査
を受けなければなりません。
　なお、これまでに検査を受けていない事
業所などで、この検査に該当すると思われ
る場合は、お問い合わせください。

◆定期検査の日程
期日 対象地区 時間

７月12日（金） 野田・栄 午前
午後

７月16日（火）
中央（イ１～2430番地） 午前
中央（イ2431番地以降） 午後

７月17日（水）
中央（イ以外の地域） 午前
豊栄・須賀・匝瑳 午後

７月18日（木）
豊和・吉田・飯高 午前
共興・平和・椿海 午後

※時間は、「午前」が10時30分～12時、「午後」が13時～
15時です。場所は、12日が野栄総合支所玄関、それ以
外は市役所北側駐車場で行います。

問産業振興課商工観光室☎73－0089

“はかり”の定期検査 12～7

◆財産の差し押さえまでの流れ

税金の未納の発生
財産の差し押さえ

督促状の発送●

財 産 調 査●

●

換価（現金化）

差し押さえた財産の
●

《平成30年度の差し押さえ状況》

合計　

124件
預貯金 生命保険 給与 不動産 その他

15件 27件 １件 12件 69件
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